
広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
二
十
七
号 

広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
広
島
県
税
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
税
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
委
任
外
事
項
） 

第
四
条
の
二 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か

ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
県
税
に
係
る
犯
則
事

件
の
調
査
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項 

 

（
条
例
第
七
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
郵
便
貯
金
銀

行
の
営
業
所
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

自
動
車
税 

県
外
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
。 

た
だ
し
、
自
動
車
税
を
別
記
様
式
第
五
号
の
十
、 

別
記
様
式
第
六
号
の
二
、
別
記
様
式
第
六
号
の
五
、 

別
記
様
式
第
七
号
又
は
別
記
様
式
第
七
号
の
二
に

よ
つ
て
納
付
す
る
場
合
は
、
前
号
の
郵
便
貯
金
銀

行
の
営
業
所
に
限
る
。 

 

三 

（
略
） 

 

（
納
税
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
六
条 

（
略
） 

一 

納
税
通
知
書
（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
納
税
通

知
書
を
除
く
。
） 

別
記
様
式
第
五
号 

第
五
号

の
二
の
二 

第
五
号
の
三 

第
五
号
の
四
の
二 

第
五
号
の
五 

第
五
号
の
六
の
二 

第
五
号
の
七 

 
 
 

第
五
号
の
七
の
二 

第
五
号
の
八 

第
五
号
の

九 

第
五
号
の
九
の
二 

第
五
号
の
九
の
三 

第

五
号
の
九
の
四 

第
五
号
の
十 

第
五
号
の
十
の

二 

第
五
号
の
十
二 

第
五
号
の
十
三 

第
五
号

の
十
三
の
二 

 

二―

七 

（
略
） 

 

八 

県
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
兼
納
付

（
納
入
）
通
知
書 

別
記
様
式
第
十
号 

第
十
号

の
二 

第
十
号
の
二
の
二 

第
十
号
の
二
の
三 

第
十
号
の
三 

第
十
号
の
四 

（
委
任
外
事
項
） 

第
四
条
の
二 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

条
例
第
六
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か

ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
県
税
に
係
る
犯
則
事

件
の
調
査
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項 

 

（
条
例
第
七
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
郵
便
貯
金
銀

行
の
営
業
所
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

自
動
車
税
の
種
別
割 

県
外
の
郵
便
貯
金
銀
行

の
営
業
所
。
た
だ
し
、
自
動
車
税
の
種
別
割
を
別

記
様
式
第
五
号
の
十
、
別
記
様
式
第
六
号
の
二
、

別
記
様
式
第
六
号
の
五
、
別
記
様
式
第
七
号
又
は

別
記
様
式
第
七
号
の
二
に
よ
つ
て
納
付
す
る
場
合

は
、
前
号
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
に
限
る
。 

 

三 

（
略
） 
 

（
納
税
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 

納
税
通
知
書
（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
納
税
通

知
書
を
除
く
。
） 

別
記
様
式
第
五
号 

第
五
号

の
二
の
二 

第
五
号
の
三 

第
五
号
の
四
の
二 

第
五
号
の
五 

第
五
号
の
六
の
二 

第
五
号
の
七 

 
 
 

第
五
号
の
七
の
二 

第
五
号
の
八 

第
五
号
の

九 

第
五
号
の
九
の
二 

第
五
号
の
九
の
三 

第

五
号
の
九
の
四 

第
五
号
の
十 

第
五
号
の
十
の

二 

第
五
号
の
十
一 

第
五
号
の
十
二 

第
五
号

の
十
三 

第
五
号
の
十
三
の
二 

 

二―

七 

（
略
） 

 

八 

県
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
兼
納
付

（
納
入
）
通
知
書 

別
記
様
式
第
十
号 

第
十
号

の
二 

第
十
号
の
二
の
二 

第
十
号
の
二
の
三 

第
十
号
の
三 

第
十
号
の
四 

第
十
号
の
五 



九 

（
略
） 

 
（
過
料
処
分
の
手
続
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
四
、
第
四

十
七
条
の
三
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
の
三
、

第
六
十
二
条
、
第
七
十
一
条
の
五
の
二
、
第
七
十
四

条
の
三
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
一
条
の
三
、

第
百
二
十
九
条
、
第
百
二
十
九
条
の
三
、
第
百
三
十

八
条
の
三
又
は
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
過

料
を
科
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
十
七

号
に
よ
る
過
料
決
定
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
し
、

知
事
又
は
県
税
事
務
所
長
は
、
こ
れ
に
納
入
通
知
書

を
添
え
て
納
入
義
務
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

第
五
十
三
条 

削
除 

                                     

九 

（
略
） 

 

（
過
料
処
分
の
手
続
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
条
例
第
三
十
四
条
の
四
、
第
四

十
七
条
の
三
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
の
三
、

第
六
十
二
条
、
第
七
十
一
条
の
五
の
二
、
第
七
十
四

条
の
三
、
第
百
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
一
条
、
第

百
二
十
一
条
の
三
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
二
十
九

条
の
三
、
第
百
三
十
八
条
の
三
又
は
第
百
四
十
三
条 

の
規
定
に
よ
つ
て
過
料
を
科
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、 

別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
過
料
決
定
書
に
よ
つ
て

行
う
も
の
と
し
、
知
事
又
は
県
税
事
務
所
長
は
、
こ

れ
に
納
入
通
知
書
を
添
え
て
納
入
義
務
者
に
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
修
正
申
告
書
の
様
式 

 

） 

第
五
十
三
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
修
正
申
告
は
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
に
よ
る
自

動
車
税
環
境
性
能
割
修
正
申
告
書
に
よ
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
徴
収
猶
予
等
の
手
続 

 

） 

第
五
十
三
条
の
二 
条
例
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
に

規
定
す
る
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七
十
九

号
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
受
理
し

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
猶
予
す
る
こ
と

と
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
三
に
よ
る 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収
猶
予
通
知
書
に
よ
つ
て
、 

 

猶
予
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
六

号
の
七
に
よ
る
徴
収
猶
予
（
期
間
延
長
）
不
承
認
通

知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
徴
収
猶
予
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第

七
十
九
号
の
四
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収

猶
予
取
消
し
通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納
付
義
務
の
免
除
又

は
還
付
の
手
続
） 

第
五
十
三
条
の
三 

知
事
は
、
法
第
百
六
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る

徴
収
金
の
徴
収
を
猶
予
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
又

は
当
該
徴
収
猶
予
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
別
記

様
式
第
七
十
九
号
の
五
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能

割
納
付
義
務
免
除
（
の
納
付
義
務
を
免
除
し
な
い
旨

の
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
当
該
徴
収
猶
予
を
受
け
た

者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請

書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
六
の
と
お

り
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し



                          

（
自
動
車
税
等
に
係
る
月
割
賦
課
の
税
額
算
出
の
方

法
） 

第
五
十
四
条 

自
動
車
税
及
び
鉱
区
税
の
納
税
義
務
の

発
生
又
は
消
滅
に
よ
る
月
割
賦
課
の
税
額
は
、
そ
の

年
度
分
の
税
額
に
賦
課
す
べ
き
月
数
を
乗
じ
て
得
た

額
を
十
二
で
除
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
所
有
権
留
保
自
動
車
の
売
主
に
対
す
る
報
告
請
求

等
） 

第
五
十
四
条
の
三 

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
百
二

十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、

別
記
様
式
第
八
十
号
の
三
に
よ
る
所
有
権
留
保
自
動

車
に
係
る
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
報
告
請

求
書
に
よ
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の

売
主
は
、
前
項
の
請
求
書
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
請
求
書
に
よ
つ
て
指
定
さ
れ
た
期
日
ま
で

に
、
別
記
様
式
第
八
十
号
の
四
に
よ
る
所
有
権
留
保

自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
報

告
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務

の
免
除
の
手
続
等
） 

第
五
十
四
条
の
四 

条
例
第
百
二
十
一
条
の
四
の
規
定

に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法

第
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
事
実
の
発
生
し

た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
別
記
様
式
第
七

十
九
号
の
七
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付
（

を
還
付
し
な
い
旨
の
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

条
例
第
百
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様

式
は
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
八
の
と
お
り
と
す

る
。 

５ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
納
付
義
務
を
免

除
又
は
還
付
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第

七
十
九
号
の
九
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
納
付

義
務
免
除
（
還
付
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
納
付
義
務

の
免
除
又
は
還
付
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
別

記
様
式
第
七
十
九
号
の
十
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性

能
割
の
納
付
義
務
を
免
除
（
を
還
付
）
し
な
い
旨
の 

通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納

処
分
） 

第
五
十
三
条
の
四 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る

徴
収
金
の
滞
納
処
分
は
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る
滞

納
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
県
税

事
務
所
に
勤
務
す
る
徴
税
吏
員
が
行
い
、
県
外
に
住

所
を
有
す
る
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
総
務
局
税
務
課

に
勤
務
す
る
徴
税
吏
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
等
に
係
る
月
割
賦
課
の
税
額

算
出
の
方
法
） 

第
五
十
四
条 

自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
鉱
区
税
の
納

税
義
務
の
発
生
又
は
消
滅
に
よ
る
月
割
賦
課
の
税
額

は
、
そ
の
年
度
分
の
税
額
に
賦
課
す
べ
き
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
算
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
所
有
権
留
保
自
動
車
の
売
主
に
対
す
る
報
告
請
求

等
） 

第
五
十
四
条
の
三 

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
百
二

十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、

別
記
様
式
第
八
十
号
の
三
に
よ
る
所
有
権
留
保
自
動

車
に
係
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す

る
報
告
請
求
書
に
よ
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の

売
主
は
、
前
項
の
請
求
書
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
請
求
書
に
よ
つ
て
指
定
さ
れ
た
期
日
ま
で

に
、
別
記
様
式
第
八
十
号
の
四
に
よ
る
所
有
権
留
保

自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関

す
る
報
告
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る

納
付
義
務
の
免
除
の
手
続
等
） 

第
五
十
四
条
の
四 

条
例
第
百
二
十
一
条
の
四
の
規
定

に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法

第
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
事
実
の
発
生
し

た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
別
記
様



式
第
八
十
号
の
五
に
よ
る
自
動
車
税
の
第
二
次
納
税

義
務
に
係
る
納
付
義
務
免
除
申
告
書
に
納
付
義
務
の

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
を
証
す
る
に
足
り
る

書
類
を
添
付
し
て
、
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
告
書
を
受
理
し
た

場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
別
記
様
式
第
八
十

号
の
六
に
よ
る
自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係

る
納
付
義
務
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書
に
よ
つ

て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
係
る
証
明
書
の
交
付
手
続
） 

 第
五
十
五
条 

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、
道
路
運

送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
自
動
車
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
、
条
例
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
免
除

さ
れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
滞
納
に
係
る
自
動
車
税

に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

こ
と
を
証
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
別
記
様
式
第
八
十
一
号
に
よ
る
自
動
車
税

納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
を
知
事
又
は
県
税
事
務
所

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
請
し
た
者
が
自
動
車
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
百
二

十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
申
請
者
に
交
付
す
る

証
明
書
又
は
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
、
条
例
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る

場
合
若
し
く
は
滞
納
に
係
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
者
に
交
付
す
る
証
明

書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
八
十
二
号
に
よ
る
自
動

車
税
納
税
証
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
県
税
事
務

所
長
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
八
若
し
く
は
別
記
様

式
第
五
号
の
十
に
よ
る
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を

納
税
者
に
交
付
す
る
際
に
、
当
該
納
税
者
の
当
該
自

動
車
に
係
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
現
に
滞
納
が
な
い

と
き
、
又
は
別
記
様
式
第
六
号
の
二
に
よ
る
自
動
車

税
の
納
付
書
を
納
税
者
に
交
付
す
る
際
に
、
当
該
納

税
者
の
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
二

か
年
度
分
以
上
の
滞
納
が
な
い
と
き
に
限
り
、
道
路

運
送
車
両
法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
提

示
す
る
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
滞
納
が

な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
、
別
記
様
式
第
八

十
二
号
の
二
又
は
別
記
様
式
第
八
十
二
号
の
三
に
よ

る
自
動
車
税
納
税
証
明
書
を
納
税
者
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
が
必
要
で
な
い
と 

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

式
第
八
十
号
の
五
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
の
第
二

次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務
免
除
申
告
書
に
納
付

義
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
を
証
す
る
に

足
り
る
書
類
を
添
付
し
て
、
県
税
事
務
所
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
告
書
を
受
理
し
た

場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
別
記
様
式
第
八
十

号
の
六
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
の
第
二
次
納
税
義

務
に
係
る
納
付
義
務
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書

に
よ
つ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
証
明
書
の
交
付
手
続 

 

） 

第
五
十
五
条 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
者
は
、 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
自
動
車

税
の
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
法
第
百

四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
条
例
第
百
十

三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

自
動
車
税
の
種
別
割
を
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
若
し

く
は
滞
納
に
係
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
を
証
す

る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別

記
様
式
第
八
十
一
号
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
納
税

証
明
書
交
付
申
請
書
を
知
事
又
は
県
税
事
務
所
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
請
し
た
者
が
自
動
車
税

の
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
条

例
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
申
請
者
に

交
付
す
る
証
明
書
又
は
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
条
例
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
種
別
割

を
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
若
し
く
は
滞
納
に
係
る
自

動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
者
に
交
付
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記

様
式
第
八
十
二
号
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証

明
書
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
県
税
事
務

所
長
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
八
若
し
く
は
別
記
様

式
第
五
号
の
十
に
よ
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税

通
知
書
を
納
税
者
に
交
付
す
る
際
に
、
当
該
納
税
者

の
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い

て
現
に
滞
納
が
な
い
と
き
、
又
は
別
記
様
式
第
六
号

の
二
に
よ
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
付
書
を
納
税

者
に
交
付
す
る
際
に
、
当
該
納
税
者
の
当
該
自
動
車

に
係
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
二
か
年
度
分

以
上
の
滞
納
が
な
い
と
き
に
限
り
、
道
路
運
送
車
両

法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
提
示
す
る
当

該
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
種
別
割
の
滞
納
が

な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
、
別
記
様
式
第
八

十
二
号
の
二
又
は
別
記
様
式
第
八
十
二
号
の
三
に
よ

る
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
を
納
税
者
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
が
必
要
で

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り



 
４ 
（
略
） 

５ 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
自

動
車
税
が
減
免
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
の 

県
税
減
免
決
定
通
知
書
を
納
税
者
に
交
付
す
る
際
に
、 

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
現
に
滞
納

が
な
い
と
き
に
限
り
、
道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
七

条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
提
示
す
る
当
該
自
動
車
に

つ
い
て
自
動
車
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書

面
と
し
て
、
別
記
様
式
第
八
十
二
号
の
四
又
は
別
記

様
式
第
八
十
二
号
の
五
の
三
に
よ
る
自
動
車
税
納
税

証
明
書
を
納
税
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

附 

則 
 

（
贈
与
に
よ
り
農
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
不
動
産

取
得
税
の
特
例
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
令
附
則
第
九
条
の
三
第 

二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、 

附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２―

 

（
略
） 


 

施
行
令
附
則
第
九
条
の
三
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
施
行
規
則
附
則
第
四
条
第
十
項
に
定
め
る
者
が

提
出
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
十

号
の
と
お
り
と
す
る
。 

   

で
な
い
。 

４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
自

動
車
税
の
種
別
割
が
減
免
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
条

第
二
項
の
県
税
減
免
決
定
通
知
書
を
納
税
者
に
交
付

す
る
際
に
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
の
種
別

割
に
つ
い
て
現
に
滞
納
が
な
い
と
き
に
限
り
、
道
路

運
送
車
両
法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
提

示
す
る
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
種
別
割

の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
、
別
記

様
式
第
八
十
二
号
の
四
又
は
別
記
様
式
第
八
十
二
号

の
五
の
三
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
を

納
税
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

附 

則 
 

（
贈
与
に
よ
り
農
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
不
動
産

取
得
税
の
特
例
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
施
行
令
附
則
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
附

則
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２―

 

（
略
） 


 

施
行
令
附
則
第
十
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

施
行
規
則
附
則
第
四
条
第
十
項
に
定
め
る
者
が
提
出

す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
十
号
の

と
お
り
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
自

動
車
等
の
取
得
に
係
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

還
付
の
手
続
） 

第
五
条 

条
例
附
則
第
十
八
条
の
二
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
十
一

号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
附
則
別
記
様
式

第
十
二
号
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付
（
を

還
付
を
し
な
い
旨
の
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
自

動
車
等
に
係
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
還
付
の
手
続

） 

第
六
条 

条
例
附
則
第
十
八
条
の
三
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
十
三

号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
附
則
別
記
様
式

第
十
四
号
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
還
付
（
を
還
付

を
し
な
い
旨
の
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
等
の
手

続
） 



第
七
条 

法
附
則
第
二
十
九
条
の
九
、
第
二
十
九
条
の

十
二
及
び
第
二
十
九
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
、
当

分
の
間
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
等

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
の
賦
課
徴
収
等
に
使
用
す
る
様
式
は
、
別
記
様

式
第
十
号
の
五
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
二
か
ら

別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
十
ま
で
の
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
中
「
自
動

車
税
」
と
あ
る
の
は
「
軽
自
動
車
税
」
と
、
「
登
録

番
号
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
番
号
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
二
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
当
分

の
間
、
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
軽
自
動
車
税
の

環
境
性
能
割
の
減
免
に
関
す
る
事
務
に
使
用
す
る
様

式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
十
五
号
か
ら
附
則
別
記
様

式
第
十
七
号
ま
で
の
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

法
附
則
第
二
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
、
当

分
の
間
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

申
告
又
は
報
告
に
使
用
す
る
様
式
は
、
地
方
税
法
施

行
規
則
第
三
十
三
号
の
四
様
式
及
び
附
則
別
記
様
式

第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
四
様
式
中

「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
又
は
申

告
納
付
に
関
す
る
報
告
） 

第
八
条 

知
事
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申

告
の
件
数
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
額
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
附
則
別
記
様
式
第
十
九
号
の
様
式
に

よ
り
、
定
置
場
所
在
の
市
町
長
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
軽

自
動
車
等
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
還

付
の
手
続
） 

第
九
条 

法
附
則
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、 

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い

て
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
提
出
す
る
申
請

書
の
様
式
は
附
則
別
記
様
式
第
二
十
号
の
と
お
り
と

す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し

た
場
合
は
、
そ
の
処
分
を
決
定
し
、
附
則
別
記
様
式

第
二
十
一
号
に
よ
る
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付

（
を
還
付
を
し
な
い
旨
の
）
通
知
書
に
よ
つ
て
、
こ

れ
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

附
則
別
記
様
式
第
一
号
中
「附

則
第
10条

第
２
項
」

を「
附
則
第
９
条
の
３
第
２
項
」

に
改
め
る
。 

附
則
別
記
様
式
第
十
号
中
「附

則
第
10条

第
16項

」

を「
附
則
第
９
条
の
３
第
16
項
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 



改 正 後 改 正 前 

  
 附則別記様式第11号（附則第５条関係） 

 
附則別記様式第12号（附則第５条関係） 

 

附則別記様式第13号（附則第６条関係） 
 
附則別記様式第14号（附則第６条関係） 
 
附則別記様式第15号（附則第７条関係） 
 
附則別記様式第16号（附則第７条関係） 
 
附則別記様式第17号（附則第７条関係） 
 
附則別記様式第18号（附則第７条関係） 
 
附則別記様式第19号（附則第８条関係） 
 
附則別記様式第20号（附則第９条関係） 
 
附則別記様式第21号（附則第９条関係） 

  



 

 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第５号の２の２（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 

 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１  この個人事業税は、地方税法第72条の２及び広島県税条例第47条の規定により賦課した

ものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）
の割合（当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年
における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（
当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）
とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
４ この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌
日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出して下さい。 
また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することはできませんが、裁決を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から

起算して６か月以内に、広島県(代表者広島県知事)を被告として、広島地方裁判所に対
し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当する場合に
は、裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納
付
場
所 

 

 

 

 

   

      

 



 

 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第５号の４の２（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 

 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この個人事業税は、地方税法第72条の２及び広島県税条例第47条の規定により賦課した

ものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）
の割合（当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年
における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（
当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）
とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
４ この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌
日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出して下さい。 
また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することはできませんが、裁決を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から

起算して６か月以内に、広島県(代表者広島県知事)を被告として、広島地方裁判所に対
し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当する場合に
は、裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納
付
場
所 

 

 

 

 

   

      



 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
六
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



 

 

様式第５号の６の２（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この不動産取得税は、地方税法第73条の２及び広島県税条例第56条の規定により賦課し

たものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）
の割合（当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年
における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（
当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）
とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
４ この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌
日から起算して３か月以内に、広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出して下さい。 
また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することはできませんが、裁決を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から

起算して６か月以内に、広島県(代表者広島県知事)を被告として、広島地方裁判所に対
し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当する場合に
は、裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納
付
場
所 

 

 

 

 

   

      



 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第５号の８（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この自動車税は、地方税法第146条又は第147条及び広島県税条例第113条又は第113条の

２の規定により賦課したものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）
の割合（当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年
における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（
当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）
とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
４  この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌
日から起算して３か月以内に広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出してください。 
   また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することはできませんが、裁決を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から

起算して６か月以内に、広島県(代表者広島県知事)を被告として、広島地方裁判所に対
し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

   ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の

執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、③そ
の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当する場合には、裁決
を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

５ ４月１日から同月30日までに抹消登録をされた場合は、月割計算の上後日改めて納付書
を送付しますから、その納付書によつて納付してください。 
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別
記
様
式
第
五
号
の
九
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
の
九
の
四
ま
で
の
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税

通
知
書
」

を「
自
動
車
税
納
税
通
知
書
」

に
、
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「
自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
号
の
十
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「
自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
号
の
十
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

様式第５号の 10の２（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この自動車税は、地方税法第146条又は第147条及び広島県税条例第113条又は第113条の

２の規定により賦課したものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）
の割合（当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年
における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（
当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）
とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
４ この通知に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌
日から起算して３か月以内に広島県知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出してください。 
   また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することはできませんが、裁決を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から

起算して６か月以内に、広島県(代表者広島県知事)を被告として、広島地方裁判所に対
し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

   ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の

執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、③そ
の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当する場合には、裁決
を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第５号の 11 削除 

 

様式第５号の11（第６条関係） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
六
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第６号の２の２（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 

 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この個人事業税は、地方税法第72条の２及び広島県税条例第47条の規定により賦課した

ものですから、納期限までに納付してください。 
２ 納期限までに納付しなかつた場合は、督促及び滞納処分が行われるほか、納期限の翌日
から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき又は税

額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パ
ーセント(納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)
の割合(当該年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合
に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年に
おける延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセン

トの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合(当
該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)と
します。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付してください。 

なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と
して計算してください。 

３ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満

の端数を切り捨ててください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納
付
場
所 

 

 

 

 

   

      



 

 

別
記
様
式
第
六
号
の
三
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

様式第６号の３の４（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 

 



 

 

 

 

（裏） 
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別
記
様
式
第
九
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
九
号
の
三
中
「自

動
車
税
種
別
割
減
額
通
知
書
」

を「
自

動
車
税
減
額
通
知
書
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第 10号の４ （略） 

 

 

様式第 10号の４ （略） 

 

様式第 10号の５（第６条関係） 

 

  



 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

様式第 11号の６の３（第６条関係） 

 

 

（表） 

 

備考 用紙の大きさは、縦 11.4センチメートル、横 29.7センチメートルとする。 

 



 

 

 

 

（裏） 

 

 

１ この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納税額及び延滞金額を完納されないときは、財産の差押

えをしなければならないことになります。 

  なお、納付されるときは、この督促状を切り離さずに納付場所に持参してください。 

２ 延滞金の計算方法 

⑴ 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額（税額に1,000円未満の端数があるとき又は税額の全額が

2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に年14.6パーセント（納期限の翌日から1月を経過

する日までの期間については、年7.3パーセント）の割合（平成12年１月１日から平成25年12月31日までの期間につい

ては、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、年7.3パーセントの割合にあつては、当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算

した割合とします。平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年に所

得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）による改正前の租税特別措置法第93条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」という。）が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合にあつては

当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合

にあつては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を

超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。令和３年１月１日以後の期間については、当該期間の属する各

年の租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合（以下「延滞金特例

基準割合」という。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合

にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合

にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの

割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とします。）を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を納付して

ください。 

   なお、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算してください。 

⑵ 延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨ててくださ

い。 

３ この督促に係る処分について不服がある場合は、この処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して３か月以内に広

島県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書は、なるべく当県税事務所を経由して提出してください。 

  また、この処分の取消しを求める訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、裁決

を経た後は、その裁決のあつたことを知つた日の翌日から起算して６か月以内に、広島県（代表者広島県知事）を被告と

して、広島地方裁判所に対し、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。 

  ただし、①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生じ

る著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれか

に該当する場合には、裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第16号の７（第11条、第25条の２、第30条、第52条の10関係） （略） 
 
 
様式第20号の３（第14条関係） 

 

（略） 
自動車税減免申請書 

（略） 

（略） 

年度        税額                 

（略） 

備考 （略） 
 

様式第16号の７（第11条、第25条の２、第30条、第52条の10、第53条の２関
係） （略） 
 
様式第20号の３（第14条関係） 

 

（略） 
自動車税減免申請書 

（略） 

（略） 

年度 環境性能割 種別割 

      税額         税額         

（略） 

備考 （略） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「

自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第21号の３（第14条関係） 

（表） 

 

（略） 
減免決定通知書 

（略） 

 

（略） 

 区              分  自 動 車 税 

当 初 の 税 額               円 

 減 免 す る 税 額 円   

 差 引 税 額  円  

 （略）  

（略） 

備考 （略） 

（裏） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第21号の３（第14条関係） 
（表） 

 

（略） 
減免決定通知書 

（略） 

 

（略） 

 区  分 種 別 割 環 境 性 能 割 

当 初 の 税 額       円        円 

 減 免 す る 税 額        円        円  

 差 引 税 額 円 円  

 （略）  

（略） 

備考 （略） 

（裏） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

様式第 21号の３の２（第 14 条関係） 

（表） 

 

（略） 

（略） 
減免決定通知書 

（略） 

 

 （略）  

区  分 自 動 車 税 

当初の税額          円 

減免する税額        円          

差 引 税 額        円          

（略） 

 

備考 （略） 

（裏） （略） 
 

 

様式第 21号の３の２（第 14 条関係） 

（表） 

 

（略） 

（略） 
減免決定通知書 

（略） 

 

 （略）  

区  分 種 別 割 環境性能割 

当初の税額   円          円 

減免する税額        円          円 

差 引 税 額        円          円 

（略） 

 

備考 （略） 

（裏） （略） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
二
十
一
号
の
四
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「
自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第28号の２（第18条関係） 

 

（略） 

更正の請求書 

（略） 

（略） 
更正の 

請求前① 

更正の 

請求後② 

差引額 

（①－②） 

（略） （略） （略） 

          円 

          円 

          円 

          円 

          円 

          円 

（略） 

（注）１―３ （略） 

      ４ 更正請求前後の金額の異動が参照できる資料を添付してください。 

備考 （略） 
 

様式第28号の２（第18条関係） 
 

（略） 

更正の請求書 

（略） 

（略） 更正の請求前 更正の請求後 
 

 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（注）１―３ （略） 

      ４ 参考となる事項に資料がある場合は、これを添付してください。 

備考 （略） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
三
十
七
号
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「
自
動
車
税
・
自
動
車
税
種
別
割
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第48号の４（第27条の２関係） 
（表） （略） 

（裏） 

（注）１・２ （略） 

３ （略）  

(1) （略） 

ア 住宅（床面積が40㎡※以上240㎡以下）の新築 1,200万円 

 

イ 長期優良住宅（床面積が40㎡※以上240㎡以下）の新築 1,300万円（令和

８年４月１日から令和13年３月31日までの取得に限る。） 

※ 令和８年３月31日までに取得した住宅は50㎡（戸建以外の貸家住宅にあ

っては40㎡）となります。 

(2) （略） 

ア （略） 

イ 床面積が40㎡以上240㎡以下のもの（令和８年３月31日までに取得した住

宅は50㎡以上240㎡以下のもの） 

ウ （略） 

４ （略） 

(1) （略） 

ア 土地を取得した日から２年（令和13年３月31日までの土地の取得について

は３年。ただし、一定の要件に該当する場合は４年）以内にその土地の上に

特例適用住宅が新築された場合（土地の取得者がその土地を新築の時まで引

き続き所有している場合又は土地の取得者からその土地を最初に譲り受けた

者により新築された場合に限る。） 

イ・ウ （略） 

(2)―(4) （略） 

５ （略） 

(1) 家屋を新築した場合は、その家屋について最初に使用又は譲渡が行われた日

をもって家屋の取得とみなし、その家屋の所有者又は譲受人が取得者となりま

す。ただし、家屋が新築されてから６月を経過してもなおその家屋について使

用又は譲渡が行われないときは、その６月を経過した日をもって家屋の取得と

みなし、その家屋の所有者が取得者となります。 

（ただし、令和13年３月31日までに住宅が新築された場合は、一定の条件を満

様式第48号の４（第27条の２関係）  
（表） （略） 

（裏） 

（注）１・２ （略） 

３ （略）  

(1) （略） 

ア 住宅（床面積が50㎡（戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡）以上240㎡以

下）の新築 1,200万円 

イ 長期優良住宅（床面積が50㎡（戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡）以上

240㎡以下）の新築 1,300万円（平成21年６月４日から令和８年３月31日ま

での取得に限る。） 

 

(2) （略） 

ア （略） 

イ 床面積が50㎡以上240㎡以下のもの 

 

ウ （略） 

４ （略） 

(1) （略） 

ア 土地を取得した日から２年（令和８年３月31日までの土地の取得について

は３年。ただし、一定の要件に該当する場合は４年）以内にその土地の上に

特例適用住宅が新築された場合（土地の取得者がその土地を新築の時まで引

き続き所有している場合又は土地の取得者からその土地を最初に譲り受けた

者により新築された場合に限る。） 

イ・ウ （略） 

(2)―(4) （略） 

５ （略） 

(1) 家屋を新築した場合は、その家屋について最初に使用又は譲渡が行われた日

をもって家屋の取得とみなし、その家屋の所有者又は譲受人が取得者となりま

す。ただし、家屋が新築されてから６月を経過してもなおその家屋について使

用又は譲渡が行われないときは、その６月を経過した日をもって家屋の取得と

みなし、その家屋の所有者が取得者となります。 

（ただし、令和８年３月31日までに住宅が新築された場合は、一定の条件を満



 

 

たす場合には６月が１年になります。） 

(2)―(5) （略） 

６―９ （略） 

付表 （略） 

 

たす場合には６月が１年になります。） 

(2)―(5) （略） 

６―９ （略） 

付表 （略） 

 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
八
中
「令

和
８
年
３
月
31日

」

を「
令
和
13
年
３
月
31日

」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第79号 削除 様式第79号（第53条関係） 

 
様式第79号の２（第53条の２関係） 
 
様式第79号の３（第53条の２関係） 
 
様式第79号の４（第53条の２関係） 
 
様式第79号の５（第53条の３関係） 
 
様式第79号の６（第53条の３関係） 
 
様式第79号の７（第53条の３関係） 
 
様式第79号の８（第53条の３関係） 
 
様式第79号の９（第53条の３関係） 
 
様式第79号の10（第53条の３関係） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
八
十
号
の
三
か
ら
別
記
様
式
第
八
十
号
の
六
ま
で
の
様
式
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を

「
自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
八
十
一
号
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
」

を「
自
動
車
税
納
税
証

明
書
交
付
申
請
書
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
八
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
十
二
号
の
四
ま
で
の
様
式
及
び
別
記
様
式
第
八
十
二
号

の
五
の
三
中
「自

動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書
」

を「
自
動
車
税
納
税
証
明
書
」

に
改
め
る
。 

（
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
課
税
標
準
額
等
の
調
査
手
続
） 

第
八
条 

（
略
） 

２―

４ 

（
略
） 

    

５
・
６ 

（
略
） 

 

（
徴
収
金
の
調
定
及
び
徴
収
手
続
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 

一―

六 

（
略
） 

 

七 

自
動
車
税
調
定
決
議
書
兼
調
定
異
動
集
計
書 

別
記
様
式
第
五
十
八
号 

 

八―

十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

七 

（
略
） 

八 

自
動
車
税
納
付
異
動
決
議
書 

別
記
様
式
第
七

十
三
号 

九 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

一―

六 

（
略
） 

  
 七―

九 

（
略
） 

５ 

知
事
は
、
県
た
ば
こ
税
又
は
産
業
廃
棄
物
埋
立
税

に
係
る
更
正
又
は
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
加

算
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
更
正
又
は
決
定
の
通
知
を 

し
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
を
納
期
限
と
し
て
、 

こ
れ
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

６―

８ 

（
略
） 

９ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
百
十
九
条
第
三
項

前
段
の
規
定
に
基
づ
き
収
納
印
の
表
示
を
受
け
た
申

告
書
を
受
理
し
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
申
告
書

（
課
税
標
準
額
等
の
調
査
手
続
） 

第
八
条 
（
略
） 

２―

４ 
（
略
） 

５ 

徴
税
吏
員
は
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い 

て
、
課
税
標
準
額
等
を
調
査
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、 

別
記
様
式
第
四
十
号
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割

調
査
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

６
・
７ 

（
略
） 

 

（
徴
収
金
の
調
定
及
び
徴
収
手
続
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 

一―

六 

（
略
） 

 

七 

自
動
車
税
種
別
割
調
定
決
議
書
兼
調
定
異
動
集

計
書 

別
記
様
式
第
五
十
八
号 

 

八―

十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

七 

（
略
） 

八 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
種
別
割
納

付
異
動
決
議
書 

別
記
様
式
第
七
十
三
号 

九 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

一―

六 

（
略
） 

七 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
更
正
・
決
定
決
議
書 

別
記
様
式
第
七
十
号
の
二 

 

八―

十 

（
略
） 

５ 

知
事
は
、
県
た
ば
こ
税
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
又
は
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定 

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
加
算
金
額
が
あ
る
と
き
は
、 

更
正
又
は
決
定
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
一
月
を
経
過

す
る
日
を
納
期
限
と
し
て
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

６―

８ 

（
略
） 

９ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
条
例
第
百
十
九
条
第
三
項

前
段
の
規
定
に
基
づ
き
収
納
印
の
表
示
を
受
け
た
申

告
書
を
受
理
し
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
申
告
書



 

 

に
納
税
済
印
を
押
印
し
、
条
例
第
百
六
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
関
係
書
類
に
納
税

済
印
を
押
印
し
若
し
く
は
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等

の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
徴
収
の

特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
条
例

第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
（
国
際
連
合
の
軍
隊

の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県

条
例
第
四
十
二
号
）
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
証
紙
に
検
印
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
又
は
調
定
額
を
減
額
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
つ
て
調
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

自
動
車
税
納
付
（
異
動
）
決
議
書
兼
調
定
（
異

動
）
集
計
書 

別
記
様
式
第
七
十
三
号 

 

二 

自
動
車
税
（
証
紙
徴
収
分
）
納
付
異
動
決
議
書 

別
記
様
式
第
七
十
三
号
の
三 

三 

（
略
） 



・
 

（
略
） 

 

（
調
定
の
整
理
及
び
収
入
手
続
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

一―

五 

（
略
） 

五
の
二 

自
動
車
税
調
定
決
議
書
兼
調
定
異
動
集
計

書 

別
記
様
式
第
五
十
八
号 

五
の
三―

七 

（
略
） 

  

八 

自
動
車
税
納
付
決
議
書
兼
調
定
集
計
書 

別
記

様
式
第
七
十
三
号
の
二 

 
 

九
・
十 

（
略
） 

 

（
徴
収
猶
予
の
手
続
等
） 

第
十
五
条 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
法
第
十
五
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
、

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
二
条

の
三
十
八
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
法
第
七

十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
二

条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
五
第
一
項
（
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
三
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の 

二
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第
二
項
、 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
（
法
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
五
第
二
項
及
び
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
六
第
二
項
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九

第
一
項
若
し
く
は
埋
立
税
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
徴
収
猶
予
を
す
る
と
き
又
は
法
第
十
五

条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二

第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
猶
予
の
期
間
延
長
を

に
納
税
済
印
を
押
印
し
、
条
例
第
百
六
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
関
係
書
類
に
納
税

済
印
を
押
印
し
若
し
く
は
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等

の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割

の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広

島
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
（
国
際
連

合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す

る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

証
紙
に
検
印
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
調
定
額
を

減
額
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
決
議
書

に
よ
つ
て
調
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
種
別
割
納

付
（
異
動
）
決
議
書
兼
調
定
（
異
動
）
集
計
書 

別
記
様
式
第
七
十
三
号 

二 

自
動
車
税
種
別
割
（
証
紙
徴
収
分
）
納
付
異
動

決
議
書 

別
記
様
式
第
七
十
三
号
の
三 

三 

（
略
） 


・

 

（
略
） 

 

（
調
定
の
整
理
及
び
収
入
手
続
） 

第
十
二
条 
（
略
） 

一―

五 

（
略
） 

五
の
二 

自
動
車
税
種
別
割
調
定
決
議
書
兼
調
定
異

動
集
計
書 

別
記
様
式
第
五
十
八
号 

五
の
三―

七 

（
略
） 

八 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
調
定
異
動
集
計
書 

別

記
様
式
第
八
十
一
号
の
四 

九 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
種
別
割
納

付
決
議
書
兼
調
定
集
計
書 

別
記
様
式
第
七
十
三

号
の
二 

十
・
十
一 

（
略
） 

 

（
徴
収
猶
予
の
手
続
等
） 

第
十
五
条 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
法
第
十
五
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
、

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
二
条

の
三
十
八
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
法
第
七

十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
二

条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
五
第
一
項
（
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
三
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の 

二
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第
二
項
、 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
（
法
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
五
第
二
項
及
び
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
六
第
二
項
、
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
、

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
埋
立

税
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
猶
予

を
す
る
と
き
又
は
法
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
法

第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ



 

 

す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
つ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一
・
二 

（
略
） 

  

三
・
四 

（
略
） 

２ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
、

法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第 

六
項
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
本
文
、 

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第

百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
埋
立
税
条

例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
、
若

し
く
は
法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
、
法
第
七

十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

四
第
二
項
若
し
く
は
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
さ
れ
た
徴
収
猶
予
を
認

め
な
い
と
き
、
法
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第

七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

申
請
さ
れ
た
徴
収
猶
予
の
期
間
延
長
を
認
め
な
い
と

き
又
は
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
（
法
第
百
四
十
四

条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
埋
立
税
条
例
第
十
一
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

七
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
の
二

十
七
の
二
第
三
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三

第
三
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
三
項
（

法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
五
第
二
項
及
び
法
第
七

十
三
条
の
二
十
七
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六

第
三
項
並
び
に
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
条
例
第
五
十
二
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
徴

収
猶
予
の
取
消
し
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一―

三 

（
略
） 

   

（
課
税
免
除
等
の
手
続
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義

務
免
除
承
認
（
不
承
認
）
決
議
書 

別
記
様
式
第

百
二
十
五
号
の
二 

三
・
四 

（
略
） 

      

り
徴
収
猶
予
の
期
間
延
長
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収
猶
予
決
議
書 

別

記
様
式
第
百
五
号
の
三 

四
・
五 

（
略
） 

２ 

県
税
事
務
所
長
等
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
本
文
、

法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第 

六
項
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
本
文
、 

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
本
文
、
法
第

百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
埋
立
税
条

例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
、
若

し
く
は
法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
、
法
第
七

十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の

二
十
七
の
三
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の

四
第
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第
二
項

若
し
く
は
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

申
告
さ
れ
た
徴
収
猶
予
を
認
め
な
い
と
き
、
法
第
十

五
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の

二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
た
徴
収
猶
予

の
期
間
延
長
を
認
め
な
い
と
き
又
は
法
第
十
五
条
の

三
第
一
項
（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
及

び
埋
立
税
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
六
第

一
項
（
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
三
項
、
法

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第
三
項
、
法
第
七
十
三

条
の
二
十
七
の
四
第
三
項
（
法
第
七
十
三
条
の
二
十

七
の
五
第
二
項
及
び
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
七

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第
三
項
並
び
に
法
附
則

第
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
百
六
十
四
条
第
四
項

若
し
く
は
条
例
第
五
十
二
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ

り
徴
収
猶
予
の
取
消
し
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号 

に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一―

三 

（
略
） 

四 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収
猶
予
取
消
し
決
議

書 

別
記
様
式
第
百
九
号
の
二 

 

（
課
税
免
除
等
の
手
続
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

自
動
車
税
種
別
割
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る

納
付
義
務
免
除
承
認
（
不
承
認
）
決
議
書 

別
記

様
式
第
百
二
十
五
号
の
二 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

総
務
局
税
務
課
長
は
、
県
税
規
則
第
五
十
三
条
の 

三
の
規
定
に
よ
つ
て
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
議
書
に
よ
つ
て
決
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付
（
を
還
付
し
な
い

旨
の
）
決
議
書 

別
記
様
式
第
百
二
十
七
号
の
三 



 

 

        ２―

４ 

（
略
） 

 

（
徴
収
嘱
託
及
び
受
託
手
続
等
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２―

 

（
略
） 

         
―

 

（
略
） 


 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
り
し
た
徴
収
の
嘱
託
の
全
部
又
は
一
部
を

取
り
消
す
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の

四
に
よ
る
県
内
徴
収
嘱
託
取
消
決
議
書
に
よ
つ
て
決

議
し
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の
五
に
よ
る
県

内
徴
収
嘱
託
取
消
通
知
書
に
よ
つ
て
当
該
嘱
託
先
の

県
税
事
務
所
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
り
徴
収
の
嘱
託
を
受
け
た
と
き
又
は
当
該

徴
収
の
嘱
託
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
さ
れ

た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の
六
に
よ

る
県
内
徴
収
受
託
通
知
書
又
は
別
記
様
式
第
二
百
四

十
九
号
の
七
に
よ
る
県
内
徴
収
受
託
取
消
通
知
書
に

よ
つ
て
当
該
徴
収
の
嘱
託
に
係
る
納
税
者
又
は
特
別

徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
る
徴
収
の
嘱
託
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
嘱
託
先
の
県
税
事

務
所
長
と
協
議
し
て
直
接
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  
 
 

附 

則 
 

３ 

（
略
） 

二 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
納
付
義
務
免
除
（
の
納

付
義
務
を
免
除
し
な
い
旨
の
）
決
議
書 

別
記
様

式
第
百
二
十
七
号
の
四 

三 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
納
付
義
務
免
除
（
還
付

）
決
議
書 

別
記
様
式
第
百
二
十
七
号
の
五 

四 

自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
納
付
義
務
を
免
除
（

を
還
付
）
し
な
い
旨
の
決
議
書 

別
記
様
式
第
百

二
十
七
号
の
六 

３―

５ 

（
略
） 

 

（
徴
収
嘱
託
及
び
受
託
手
続
等
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

２―

 

（
略
） 


 

前
各
項
の
規
定
は
、
総
務
局
税
務
課
長
が
、
県
税

規
則
第
五
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の

環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納
処
分
を
行
う
徴

税
吏
員
（
総
務
局
税
務
課
に
勤
務
す
る
者
を
除
く
。

）
に
、
滞
納
が
あ
る
旨
を
通
知
し
、
又
は
当
該
徴
税

吏
員
が
徴
収
し
た
徴
収
金
を
処
理
す
る
手
続
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
項
中
「

歳
入
歳
出
外
現
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
歳
入
金
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


―

 

（
略
） 


 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の

規
定
に
よ
り
し
た
徴
収
の
嘱
託
の
全
部
又
は
一
部
を

取
り
消
す
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の

四
に
よ
る
県
内
徴
収
嘱
託
取
消
決
議
書
に
よ
つ
て
決

議
し
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の
五
に
よ
る
県

内
徴
収
嘱
託
取
消
通
知
書
に
よ
つ
て
当
該
嘱
託
先
の

県
税
事
務
所
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の

規
定
に
よ
り
徴
収
の
嘱
託
を
受
け
た
と
き
又
は
当
該

徴
収
の
嘱
託
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
さ
れ

た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
百
四
十
九
号
の
六
に
よ

る
県
内
徴
収
受
託
通
知
書
又
は
別
記
様
式
第
二
百
四

十
九
号
の
七
に
よ
る
県
内
徴
収
受
託
取
消
通
知
書
に

よ
つ
て
当
該
徴
収
の
嘱
託
に
係
る
納
税
者
又
は
特
別

徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

県
税
事
務
所
長
は
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の

規
定
に
よ
る
徴
収
の
嘱
託
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
嘱
託
先
の
県
税
事

務
所
長
と
協
議
し
て
直
接
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  
 
 

附 

則 
 

３ 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
自

動
車
等
の
取
得
に
係
る
自
動
車
税
の
還
付
の
手
続
） 

４ 

総
務
局
税
務
課
長
は
、
県
税
規
則
附
則
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
決
議
書
に
よ
つ
て
、
同

規
則
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
通
知
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
附
則
別
記
様
式
第
二
号
の
決



 

 

議
書
に
よ
つ
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
等
の
手

続
） 

５ 

法
附
則
第
二
十
九
条
の
九
及
び
第
二
十
九
条
の
十

三
の
規
定
に
よ
り
、
県
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

の
賦
課
徴
収
等
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
さ
れ
る
軽

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
等
に
関
す
る

事
務
に
係
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
十
号
、
別
記

様
式
第
七
十
号
の
二
、
別
記
様
式
第
七
十
三
号
、
別

記
様
式
第
七
十
三
号
の
二
、
別
記
様
式
第
八
十
一
号

の
四
、
別
記
様
式
第
百
五
号
の
三
、
別
記
様
式
第
百

九
号
の
二
、
別
記
様
式
第
百
二
十
七
号
の
三
、
別
記

様
式
第
百
二
十
七
号
の
四
、
別
記
様
式
第
百
二
十
七

号
の
五
及
び
別
記
様
式
第
百
二
十
七
号
の
六
の
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
自
動
車
税
環

境
性
能
割
」
と
あ
る
の
は
、
「
軽
自
動
車
税
環
境
性

能
割
」
と
、
「
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
番

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
軽

自
動
車
等
の
取
得
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
還
付
の
手
続
） 

６ 

総
務
局
税
務
課
長
は
、
県
税
規
則
附
則
第
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
附
則
別
記
様
式
第
三
号
の
決
議
書
に
よ
つ
て
決

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

 



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
 
 
 
 
 
 
様式第40号 削除 
 

附則別記様式第１号（附則第４項関係） 
 
附則別記様式第２号（附則第４項関係） 
 
附則別記様式第３号（附則第６項関係） 
 
様式第40号（第８条関係） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
五
十
八
号
中
「自

動
車
税
種
別
割
調
定
決
議
書
兼
調
定
異
動
集
計
書
」

を「
自
動
車
税

調
定
決
議
書
兼
調
定
異
動
集
計
書
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第70号 （略） 
 
 
 
様式第73号（第11条関係） 

   

 
 
 （略） 自動車税納付異動決議書 （略） 

 
  

 
（略） 

（略） 

自 動 車 税 （略） 
(旧)自動車税 

環 境 性 能 割 

（略） 
 
 

自 動 車 税 （略）  

（略） 

 （旧）自動車税 

環境性能割 
（略） 

  

備考 １ 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。 

     ２ 自動車税には（旧）自動車税種別割を含む。 

 
様式第73号の２（第12条関係） 

   

 
 
 （略） 自動車税納付決議書兼調定集計書 （略） 

 
  

 
（略） 

（略） 
自動車税 （旧）自動車税環境性能割 （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

備考 １ 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。 

２ 自動車税には（旧）自動車税種別割を含む。 
 

様式第70号 （略） 
 
様式第70号の２（第11条関係） 
 
様式第73号（第11条関係） 

   

 
 
 （略） 

自動車税環境性能割・自動車税

種別割 納付異動決議書 
（略） 

 
  

 
（略） 

（略） 

自 動 車 税 

種 別 割 
（略） 

自 動 車 税 

環境性能割 

（略） 
 
 自 動 車 税 

種 別 割 
（略）  

（略） 

 自 動 車 税 

環境性能割 
（略） 

  

備考 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。 

    

 
様式第73号の２（第12条関係） 

   

 
 
 （略） 

自動車税環境性能割・自動車税 

種別割納付決議書兼調定集計書 
（略） 

 
  

 
（略） 

（略） 
自動車税種別割 自動車税環境性能割 （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

備考 用紙の大きさは、縦27.9センチメートル、横36.8センチメートルとする。    

 
 



 

 

別
記
様
式
第
七
十
三
号
の
三
中
「自

動
車
税
種
別
割
（
証
紙
徴
収
分
）
納
付
異
動
決
議
書
」

を「
自

動
車
税
（
証
紙
徴
収
分
）
納
付
異
動
決
議
書
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 
  
様式第81号の２から様式第81号の４まで 削除 
 
 
 
様式第83号（第13条関係） 
 その１ （略） 

その２ 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

自動車税  （略） 

自 

動 

車 

（略） 

産業廃棄物 

埋 立 税 
（略） 

宿 泊 税 

現 

滞 

計 

                                                     
宿

泊 

備考 （略） 
 

その３ 
（略） 

（略） 

旧 

法 

に 

よ 

る 

税 

（略） （略） （略） （略） 

自動車税 （略） （略） （略） 

自 動 車 税 

環境性能割 

現 

滞 

計 

                    

自 

環 

境 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

備考 （略） 
 

様式第81号の２及び様式第81号の３ 削除 
 
様式第81号の４（第12条関係） 
 
様式第83号（第13条関係） 
 その１ （略） 

その２ 

（略） 

（略） 

自動車税  

環境性能割 

現 

滞 

計 

                           

自 

環 

境 

（略） 

自動車税  

種 別 割 
（略） 

自 

種 

別 

（略） 

産業廃棄物 

埋 立 税 
（略） 

 

 

 

 

 
 

 

備考 （略） 
  

その３ 
（略） 

（略） 

旧 

法 

に 

よ 

る 

税 

（略） （略） （略） （略） 

自動車税 （略） （略） （略） 

    

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

備考 （略） 
 



 

 

 
その４ 

（略） 

（略） 

   （証紙収入・証紙代金収納計器収入） 

自動車税 （略） 

自 

動 

車 

（旧）自

動車税環

境性能割 

（略） （略） 

     

     

（略） 

（現金出納検査調書の額） 

（略） 
 

利 子 割 

清 算 金 
                          

利 

清 

地方消費税

清 算 金 
（略） 

地 

清 
 

（略） 

備考 （略） 

その５ （略） 

 
その４ 

（略） 

（略） 

   （証紙収入・証紙代金収納計器収入） 

自 動 車 税 

種 別 割 
（略） 

自 

種 

別 

自 動 車 税 

環境性能割 
（略） （略） 

自動車税                           

 自 

 動 

 車 

自動車取得税                           
 自 

 取 

（略） 

（現金出納検査調書の額） 

（略） 
 

 

 
  

地方消費税 

清 算 金 
（略） 清 

 
（略） 

備考 （略） 

 その５ （略） 

  

 



 

 

 

別
記
様
式
第
百
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

様式第101号（第14条関係） 

          免  税  証  受  払  整  理  簿  （   年  月） 

受払 

年月日 
受 払 残 

参 考 事 項 
枚数 番  号 枚数 番  号 枚数 

    前月末在庫 

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

    ～   ～     

月計   ～   ～     

年度計           

         

月 
末 
在 
庫 

枚数 番  号 枚数 番  号 枚数 番  号 

  ～   ～   ～ 

  ～   ～   ～ 

  ～   ～   ～ 

        計 枚 
       

（注）１ この整理簿は、免税証交付申請書等により、受入れ又は払出しを行った日ごとに記載
すること。 

    ２ 毎月初日において、前月末在庫を記入すること。 

    ３ 「番号」欄は、免税証裏面の番号を記載すること。 

    ４ 書損分は、「払」欄に表記し、「参考事項」欄に廃棄年月日等を記載すること。 

    ５ 毎月末日において、月計、年度計及び月末在庫を記入すること。 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 



 

 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

 
 
 
 

 
に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第105号 （略） 
 
 
 
 
 
様式第109号 （略） 
 

様式第105号 （略） 
 
様式第105号の２ 削除 
 
様式第105号の３（第15条関係） 
 
様式第109号 （略） 
 
様式第109号の２（第15条関係） 
 

  



 

 

別
記
様
式
第
百
二
十
五
号
の
二
中
「自

動
車
税
種
別
割
」

を「
自
動
車
税
」

に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

  
様式第127号の３から様式第127号の６まで 削除 
 
 
 
 
 
 

様式第127号の３（第22条関係） 
 
様式第127号の４（第22条関係） 
 
様式第127号の５（第22条関係） 
 
様式第127号の６（第22条関係） 

  



 

 

（
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
広
島
県
規
則
第
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十

九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
百
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自

動
車
税
の
払
込
み
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取 

扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

       

（
収
納
印
及
び
納
税
済
印
の
様
式
） 

第
三
条 

条
例
第
百
十
九
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る

収
納
印
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

条
例
第
百
十
九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
納
税

済
印
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
納
税
済
証
の
交
付
） 

第
四
条 

知
事
は
、
納
税
者
が
条
例
第
百
十
九
条
第
三

項
前
段
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に

収
納
印
の
表
示
を
受
け
て
税
金
を
払
い
込
み
、
又
は

納
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
者
か
ら
納
税

済
証
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
様
式 

第
三
号
に
よ
る
納
税
済
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

知
事
は
、
条
例
第
百
十
九
条
第
三
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
納
税
済
印
を
押

印
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
納
税
済

証
を
納
税
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
収
納
印
表
示
手
数
料
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

三
億
円
以
下
の
金
額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
三
一 

 

三
億
円
を
超
え
四
億

円
以
下
の
金
額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
一
五
・

四 

四
億
円
を
超
え
る
金

額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
六
・
一 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十

九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
百
十
四
条
の
五
第
五
項
及
び
第
百
十
九
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
納
付
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
附
則
第
二
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に

よ
り
、
当
分
の
間
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納

付
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の
納
付
を
含
む
。
）
及
び
自
動
車
税
の
種
別

割
の
払
込
み
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い

等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
収
納
印
及
び
納
税
済
印
の
様
式
） 

第
三
条 

条
例
第
百
十
四
条
の
五
第
三
項
前
段
及
び
第

百
十
九
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
収
納
印
の
様
式

は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
百
十
四
条
の
五
第
三
項
後
段
及
び
第
百
十 

九
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
納
税
済
印
の
様
式
は
、 

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
納
税
済
証
の
交
付
） 

第
四
条 

知
事
は
、
納
税
者
が
条
例
第
百
十
四
条
の
五

第
三
項
前
段
又
は
第
百
十
九
条
第
三
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
収
納
印
の
表
示

を
受
け
て
税
金
を
払
い
込
み
、
又
は
納
付
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
納
税
者
か
ら
納
税
済
証
の
交
付
の

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
号
又
は
別

記
様
式
第
三
号
の
二
に
よ
る
納
税
済
証
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
条
例
第
百
十
四
条
の
五
第
三
項
後
段
又

は
第
百
十
九
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
申
告
書 

又
は
修
正
申
告
書
に
納
税
済
印
を
押
印
し
た
と
き
は
、 

別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
納
税
済
証
を
納
税
者
に
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
収
納
印
表
示
手
数
料
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

一
五
億
円
以
下
の
金

額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
一
一 

一
五
億
円
を
超
え
二

〇
億
円
以
下
の
金
額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
五
・
五 

二
〇
億
円
を
超
え
る

金
額 

一
、
〇
〇
〇
分
の
二
・
二 



 

 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 



 

 

改 正 後 改 正 前 
  

 

様式第３号（第４条関係） 

 
自動車税納税済証 

（略） 

 
（略） 

  1．自己所有 2．所有権留保 

3．欠番    4．リース車 

5．欠番   6．その他( ) 

  

  

税 額  , , 00円 

  

 

 （略） 
 

（略） 

 
（注） 

（略） 
 

   

（略） 

備考 （略） 

 

 

 

様式第４号（第４条関係） 

納 税 済 証 
（略） 

納 付 額 

自 動 車 税 

（略） 

                   円 

（略） 
備考 （略） 

 
 

 

様式第３号（第４条関係） 

 
自動車環境性能割・自動車税種別割納税済証 

（略） 

 
（略） 

環境性能割 
税額① 

 , , 00円 
1．自己所有 2．所有権留保 

3．商品車   4．リース車 

5．譲渡担保 6．その他( ) 

  

  

種 別 割 
税額② 

 , , 00円 

  

 

 （略） 納 付 額 

① ＋ ② 

 

 , , 00円  
（注） 

（略） 
 

（略）  

（略） 

備考 （略） 

 

様式第３号の２（第４条関係） 

 

様式第４号（第４条関係） 

納 税 済 証 
（略） 

納 付 額 

自 動 車 税 軽自動車税 

環境性能割 
（略） 

環境性能割 種 別 割 

     円     円      円 

（略） 
備考 （略） 

 
 

（略） （略） 



 

 

（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け

る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に

お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
三
年
広
島
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 



 

 

改 正 後 改 正 前 
  

様式第３号（第３条関係） 

（表） （略） 

（裏） 
（注）１―８ （略） 
   ９ この計算書とともに従業員名簿及び新増設（取得等を）した

特別償却設備に従事する者の配置図を添付してください。 
備考 （略） 

 

様式第３号（第３条関係） 

（表） （略） 

（裏） 
（注）１―８ （略） 
 
 
備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所 

 
 

税
務
管
理
課―

不
動
産
税
課 

（
略
） 

 
 

自
動
車
税
課 

 
 
 

一 

自
動
車
税
及
び
同
税
に
係
る
税
外
収
入
の

賦
課
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

自
動
車
税
の
課
税
標
準
の
調
査
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 
 

三 

自
動
車
税
に
係
る
犯
則
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 
 

四 

証
紙
徴
収
に
係
る
自
動
車
税
の
申
告
書
（

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

二
百
五
十
五
号
）
別
表
に
掲
げ
る
広
島
運
輸

支
局
所
管
の
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。 

  
 
 
 

五 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自

動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
徴
収
の
特
例
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
条
例

第
三
十
八
号
）
第
四
条
の
自
動
車
税
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

宿
泊
税
課 

（
略
） 

 

広
島
県
東
部
県
税
事
務
所 

 
 

税
務
管
理
課―

課
税
第
一
課 

（
略
） 

 
 

課
税
第
二
課 

 
 
 

一 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
及
び
固
定
資

産
税
並
び
に
こ
れ
ら
の
県
税
に
係
る
税
外
収

入
の
賦
課
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
及
び
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

三 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
及
び
固
定
資

産
税
に
係
る
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

四 

証
紙
徴
収
に
係
る
自
動
車
税
の
申
告
書
（

地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土

交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ

る
福
山
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
所
管
の
自

動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
付
に
関

す
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

広
島
県
北
部
県
税
事
務
所 

（
略
） 

 

（
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所 

 
 

税
務
管
理
課―

不
動
産
税
課 

（
略
） 

 
 

自
動
車
税
課 

 
 
 

一 

自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
同
税
に
係
る
税

外
収
入
の
賦
課
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
課
税
標
準
の
調
査

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

三 

自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
犯
則
取
締
り

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

四 
証
紙
徴
収
に
係
る
自
動
車
税
及
び
軽
自
動

車
税
（
環
境
性
能
割
に
限
る
。
）
（
以
下
「

自
動
車
税
等
」
と
い
う
。
）
の
申
告
書
（
国

土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二

百
五
十
五
号
）
別
表
に
掲
げ
る
広
島
運
輸
支

局
所
管
の
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

五 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自

動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収

の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広

島
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
四
条
の
自
動
車

税
の
種
別
割
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

宿
泊
税
課 

（
略
） 

 

広
島
県
東
部
県
税
事
務
所 

 
 

税
務
管
理
課―

課
税
第
一
課 

（
略
） 

 
 

課
税
第
二
課 

 
 
 

一 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及

び
固
定
資
産
税
並
び
に
こ
れ
ら
の
県
税
に
係

る
税
外
収
入
の
賦
課
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

二 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及

び
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
調
査
に
関
す

る
こ
と
。 

 
 
 

三 

不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割
及

び
固
定
資
産
税
に
係
る
犯
則
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
。 

 
 
 

四 

証
紙
徴
収
に
係
る
自
動
車
税
等
の
申
告
書

（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国

土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第
三
に
掲

げ
る
福
山
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
所
管
の

自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
付
に

関
す
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

 

広
島
県
北
部
県
税
事
務
所 

（
略
） 

 



 

 

 

（
分
室
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

 
一―
六 

（
略
） 

 

七 
自
動
車
税
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
分
室
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
七
条 

 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
東
広
島
分
室 

 
 

納
税
課 

 
 
 

一―

七 

（
略
） 

 
 
 

八 

自
動
車
税
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

九 

（
略
） 

不
動
産
評
価
課
・
軽
油
調
査
課 

（
略
） 

 

（
分
室
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

 

一―

六 

（
略
） 

 

七 

自
動
車
税
等
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
分
室
の
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
三
十
七
条 

 

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
東
広
島
分
室 

 
 

納
税
課 

一―

七 

（
略
） 

八 

自
動
車
税
等
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

（
略
） 

不
動
産
評
価
課
・
軽
油
調
査
課 

（
略
） 

 
 

（
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 
 

（
収
納
代
理
金
融
機
関
に
お
け
る
収
納
事
務
の
範
囲

） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

利
子
割
清
算
金 

二―

八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
収
入
の
方
法
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

収
支
等
命
令
者
は
、
前
項
の
調
定
を
し
た
と
き
は
、 

納
入
義
務
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る

納
入
通
知
書
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
子
割
清
算
金
、
地
方
消
費
税

清
算
金
、
地
方
譲
与
税
、
地
方
特
例
交
付
金
、
地
方

交
付
税
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
、
国
庫
支
出

金
、
県
債
若
し
く
は
滞
納
処
分
費
又
は
公
金
振
替
書

に
よ
り
収
入
す
る
歳
入
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

３ 

（
略
） 

４ 

会
計
管
理
者
又
は
廨
出
納
員
等
は
、
指
定
金
融
機

関
を
し
て
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
納
入

通
知
書
を
発
し
な
い
利
子
割
清
算
金
、
地
方
消
費
税

清
算
金
、
地
方
譲
与
税
、
地
方
特
例
交
付
金
、
地
方

交
付
税
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
、
国
庫
支
出

金
、
県
債
又
は
滞
納
処
分
費
を
収
納
さ
せ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
収
納
通
知
書

を
指
定
金
融
機
関
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

（
略
） 

 

（
収
納
代
理
金
融
機
関
に
お
け
る
収
納
事
務
の
範
囲

） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一―

七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
収
入
の
方
法
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

収
支
等
命
令
者
は
、
前
項
の
調
定
を
し
た
と
き
は
、 

納
入
義
務
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る

納
入
通
知
書
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
消
費
税
清
算
金
、
地
方
譲

与
税
、
地
方
特
例
交
付
金
、
地
方
交
付
税
、
交
通
安

全
対
策
特
別
交
付
金
、
国
庫
支
出
金
、
県
債
若
し
く

は
滞
納
処
分
費
又
は
公
金
振
替
書
に
よ
り
収
入
す
る

歳
入
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

４ 

会
計
管
理
者
又
は
廨
出
納
員
等
は
、
指
定
金
融
機

関
を
し
て
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
納
入

通
知
書
を
発
し
な
い
地
方
消
費
税
清
算
金
、
地
方
譲

与
税
、
地
方
特
例
交
付
金
、
地
方
交
付
税
、
交
通
安

全
対
策
特
別
交
付
金
、
国
庫
支
出
金
、
県
債
又
は
滞

納
処
分
費
を
収
納
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

様
式
第
七
号
に
よ
る
収
納
通
知
書
を
指
定
金
融
機
関

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

（
略
） 

 



 

 

（
現
金
の
整
理
区
分
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

一―
十
一 

（
略
） 

 

十
二
・
十
三 
（
略
） 

（
現
金
の
整
理
区
分
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

十
二 

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割 

十
三
・
十
四 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

施
行
日
前
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
規
則
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
事

務
取
扱
規
則
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
規
則
及

び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定

す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
規
則
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
、
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
規
則
及
び
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進

区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な

し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 




